
表１　低炭素建築物　認定申請手数料【住戸申請（戸建て・共同住宅等）】　戸数区分
（単位：円）

区　分

（申請住戸の数）
（事前審査なし）
認定申請手数料

（事前審査あり）
評価機関等による

事前審査を経る場合

（事前審査なし）
計画変更

認定申請手数料

（事前審査あり）
評価機関等による

事前審査を経る場合

現行 37,800 5,500 18,900 2,800

改正 41,700 6,100 20,900 3,100

現行 76,000 10,800 38,000 5,400

改正 83,900 11,900 42,000 6,000

現行 106,900 18,200 53,500 9,100

改正 118,000 20,100 59,000 10,100

現行 150,300 30,100 75,200 15,100

改正 166,000 33,200 83,000 16,600

現行 215,900 50,300 108,000 25,200

改正 238,400 55,500 119,200 27,800

現行 309,700 89,900 154,900 45,000

改正 342,100 99,300 171,100 49,700

現行 420,400 142,700 210,200 71,400

改正 464,300 157,600 232,200 78,800

現行 552,100 181,400 276,100 90,700

改正 609,800 200,400 304,900 100,200

現行 649,400 195,200 324,700 97,600

改正 717,300 215,600 358,700 107,800

表２　低炭素建築物　認定申請手数料【住棟申請（共用部分）】　延べ床面積区分
（単位：円）

区　分

（事前審査なし）
認定申請手数料

（事前審査あり）
評価機関等による

事前審査を経る場合

（事前審査なし）
計画変更

認定申請手数料

（事前審査あり）
評価機関等による

事前審査を経る場合

現行 119,900 10,700 60,000 5,400

改正 132,300 11,800 66,200 5,900

現行 197,500 29,700 98,800 14,900

改正 218,100 32,800 109,100 16,400

現行 307,300 88,300 153,700 44,200

改正 339,500 97,500 169,800 48,800

現行 394,500 139,600 197,300 69,800

改正 435,800 154,200 217,900 77,100

現行 471,400 176,200 235,700 88,100

改正 520,700 194,600 260,400 97,300

現行 549,100 220,200 274,600 110,100

改正 606,500 243,200 303,300 121,600

表３　低炭素建築物　認定申請手数料【棟申請（非住宅部分）】　延べ床面積区分
（単位：円）

区　分

（事前審査なし）
認定申請手数料

（事前審査あり）
評価機関等による

事前審査を経る場合

（事前審査なし）
計画変更

認定申請手数料

（事前審査あり）
評価機関等による

事前審査を経る場合

現行 264,300 10,700 132,200 5,400

改正 291,700 11,800 145,900 5,900

現行 420,900 29,700 210,500 14,900

改正 464,900 32,800 232,500 16,400

現行 598,800 88,300 299,400 44,200

改正 661,500 97,500 330,800 48,800

現行 734,300 139,600 367,200 69,800

改正 811,200 154,200 405,600 77,100

現行 865,500 176,200 432,800 88,100

改正 956,100 194,600 478,100 97,300

現行 987,800 220,200 493,900 110,100

改正 1,091,200 243,200 545,600 121,600
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人件費等経費の見直しによる低炭素法の手数料の見直し

取扱厳重注意


